
当行の考え方 当行の考え方

〈コーポレート・ガバナンスの状況〉
　当行は、企業の公共性、透明性を高め、ひいては地域社会や株主、お取引先の信任を得るために、コーポレート・ガ
バナンス（企業統治）の強化と一層の情報開示を経営の重要課題として取り組んでおります。     

〈企業統治の体制の概要等〉
コーポレート・ガバナンス体制の概要
　南日本銀行は、取締役会を「株主総会の負託により経営の執行を行う最高意思決定機関」としており、その構成メ
ンバーとして、当行及び当行グループに在籍経験がなく独立性の高い社外取締役を1名選任しております。
　また、その執行状況を監視するために、当行は監査役制度を採用しており、3名の監査役で構成された監査役会を
設置しております。監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定プロセスならびに業
務執行状況の監督及び監査を行っております。
　なお、監査役3名のうち2名は当行及び当行グループに在籍経験のない社外監査役であり、経営の客観性及び中
立性は確保できているものと認識しております。
　さらに、取締役会は当行の内規に基づき、様々な業務を各種委員会及び各業務部門に委任しておりますが、その執
行状況の適切性・有効性を検証・評価する内部監査部門として、業務監査部を設置し、相互牽制を行っております。
　加えて、経営に対する評価を客観性を確保する観点から、社外の有識者で構成され、取締役会に対して当行の経営
戦略および方針に対する客観的評価・助言を行う経営評価委員会を設置しております。
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委任リスク管理全般 コンプライアンス全般

コンプライアンス組織体制

取 締 役 会 コンプライアンス委員会

監 査 役 会 コンプライアンス担当者（本部各部）

コンプライアンス担当者（営業店）顧 問 弁 護 士

経営企画部リスク統括グループ
（コンプライアンス担当）

　当行ではリスク管理と共に、コンプライアンスの徹底についてもコーポレート・ガバナンス上の重要な経営課題とし
て取り組んでおり、その日常管理については頭取以下、本部取締役、監査役、執行役員および本部部長により構成さ
れる「コンプライアンス委員会」を組織してこれに委託し、コンプライアンス上の課題について毎月、集中的に協議検
討しています。

　金融分野における裁判外紛争解決制度（Alternative Dispute Resolution）は、訴訟に代わる、あっせん・調停・
仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法であり、事案の性質や当事者の事情等に応じた迅速・簡易・柔軟な紛
争解決が期待されます。金融ＡＤＲ制度では、苦情処理と紛争解決の両方を対象とする制度として整備されています。
※当行が契約している銀行法上の指定紛争解決機関

電話番号 0570-017109 03-5252-3772または一般社団法人全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室
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コーポレート・ガバナンス体制の概要図

コーポレート・ガバナンスの状況等 金融ＡＤＲ制度

リスク管理体制

当行のリスク管理体制

　金融機関の業務が急速に多様化・複雑化している中、当行では、経営の健全性の維持・向上の観点から、リスク管理
を経営の重点課題と位置付け、その高度化に努めています。
　このため、当行では、各種リスク管理の方針、管理基準について規定した「リスク管理基準」に基づき運営している
ことのほか、さまざまなリスクを統合的に管理し、業務の健全性と適切性を維持し安定した収益を確保するための体
制整備を行っております。

管理の対象としているリスク

管理するリスクの種類 概　　要

お取引先（ご融資先）の財務状況の悪化などにより、資産の価値が減少・消失し、損失を被るリスク

予期せぬ資金の流失などにより損失を被るリスク

金利・為替・株式等の相場が変動することにより、金融商品の時価が変動し損失を被るリスク

役職員が正確な事務処理を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより損失を被るリスク

システムの不備・誤作動・不正使用などにより損失を被るリスク

当行および役職員が取引先などとの法律関係や当行の法令等違反により損失を被るリスク

当行の業務の過程、役職員の活動若しくはシステムが不適切であること等により損失を被るリスク

犯罪・自然災害等の偶発的要因から発生した事件・事故等により損失を被るリスク

信 用 リ ス ク
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【 監 査 部 門 】
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経 営 企 画 部（ リ ス ク 統 括 グ ル ー プ ）
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監 査 役 会

リスク管理委員会 コンプライアンス委員会Ａ Ｌ Ｍ 委 員 会

緊急対策
委 員 会

オ ペ レ ー シ ョ ナ ル リ ス ク

イベントリスクレピュテーショナルリスク法務リスクシステムリスク事務リスク

市 場 リ ス ク 流動性リスク信用リスク

本 部 各 部 ・ 営 業 店 ・ グ ル ー プ 会 社 ・ 外 部 委 託 先

人事総務部経営企画部事務統括部事務統括部証券国際部証券国際部審 査 部 経営企画部
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1.お客様からのご相談に対する真摯な対応
○お客様から新規のお借入およびお借入の条件変更等のお申込に関するご相談を受けた場合、ご相談に真摯に対
応します。（現況をよくお伺いし、最良の方法を真摯な協議の中で協力して考えます。）
○お客様からのお借入の条件変更等のお申込に関するご相談を受けた場合、ご相談のお申込の内容の記録を適切
に行ってまいります。また、条件の変更等が迅速に進むように進捗の管理を徹底してまいります。

2.適切な審査の実施
○中小企業者のお客様につきましては、決算書等の数値のみでの形式的、画一的な判断は行いません。中小企業者
のお客様の特性（技術力、販売力、経営者資質等）及び事業の状況を十分に考慮したうえで、信用供与およびお借
入の条件変更について迅速且つ適切な審査を行います。
○住宅ローンご利用のお客様につきましては、財産の状況や収入状況等を考慮し、実態面を十分に把握したうえで
負担軽減に向け、迅速且つ適切な審査を行います。

3.中小企業者のお客様への対応
○中小企業者のお客様から返済に関する負担軽減の申込があった場合、お客様の事業についての改善又は再生の
可能性等を十分考慮して、できる限りお借入の条件変更等のご相談に応じてまいります。
○お客様が当行以外の金融機関からお借入をされている場合、お客様の同意を頂いたうえで他の金融機関と緊密
に連携を行い、お客様の返済負担の軽減に向けた措置を取るように努めてまいります。
○お客様の経営改善・再生を目的に経営再建計画を策定する場合、当行から積極的に助言・作成支援を行い、お客様
の過度な負担とならないように努めます。また、経営改善計画の進捗状況を適切に管理するとともに、必要に応じ
て助言・支援を行い、経営改善・再生にむけて当行のコンサルティング機能を発揮してまいります。
○事業再生ADR解決事業者や（株）企業再生支援機構等の外部機関と緊密に連携し、様々な再生手法の中から最適
なものを活用し、お客様の事業の再生に取り組んでまいります。

4.住宅ローンのお客様への対応
○お客様の財産の状況や収入の状況を十分に考慮したうえで、生活の上で無理のないご返済に向けて、お借入の条
件変更等のご相談に応じてまいります。
○お客様が住宅金融支援機構等の他の金融機関からもお借入されている場合は、お客様からの同意を頂いたうえ
で他の金融機関と緊密に連携を行い、お客様の返済負担の軽減に向けた措置を取るように努めてまいります。

5.お客様への説明の徹底
○お借入に係る各種の契約を締結する場合、お客様に理解を頂くために、お客様の知識及び経験等を踏まえ丁寧な
説明を行います。
○お借入の返済条件の変更にあたり条件を付す場合は、可能な限り早い段階でその内容をお客様に提示し、十分な
説明を行います。
○新規のお借入や条件変更等の申込にお応えできない場合、これまでのお取引並びにお客様の知識及び経験等を
踏まえ、お断りするに至った理由を可能な限り具体的に説明を行います。

6.お客様からのご意見・ご要望及び苦情への対応
○お客様のご意見・ご要望及び苦情については、内容を記録のうえ適切に対応してまいります。

0120-305-373

中小企業の資金繰り・見直し相談 住宅ローン見直し相談

・当行各支店窓口（午前9時～午後3時）
・経営支援室窓口（電話受付、午前9時～午後4時30分）

平日受付

経営支援室 0120-131-373

・当行各支店窓口（午前9時～午後3時）
・住宅ローンセンター窓口（午前9時～午後5時）

・住宅ローンセンター窓口（午前9時～午後5時）

平日受付

休日受付（祝日除）

住宅ローンセンター

平 成 2 4 年 3 月期 業 績ハイライト（ 単 体 ）

　わが国経済は、東日本大震災の影響により企業の生産活動や輸出が大きく低下し、個人消費も大きく落ち込みまし
た。その後、サプライチェーンの復旧に伴い生産や輸出が増加し、景気の回復がみられましたが、欧州の財政問題や急
激な円高の進行等、先行き不透明な状況が続いており、国内景気の停滞が懸念されています。
　一方、地域経済においては、平成23年3月の九州新幹線全線開通により、観光関連や住宅関連等、一部回復の兆し
が見られており、個人消費や雇用情勢も、低水準ながらも持ち直しの動きがみられるなど、県内景気は引き続き厳しい
状況の中、緩やかな改善を続けております。

　 金融経済環境　 金融円滑化についての基本方針

　 中小企業金融円滑化法相談窓口

　当行は、平成23年度よりスタートした中期経営計画「なんぎん維新」～“地域力”クリエイトバンクへの挑戦～に取
組んでおり、「真のリレバン」による「地元鹿児島県の地域経済活性化への貢献」を行う、新たなビジネスモデルの構築
を目指しております。
　尚、平成24年3月期の業績は次の通りとなりました。

　 事業の経過及び成果

　預金（期末残高）は、各種キャンペーンの展開などによりお客様の資金ニーズにお応えした結果、平成23年3月末に
比べ116億円増加し6,470億円となりました。

●預金残高全体に占める鹿児島県内預金割合

　 預　金

●預金残高の推移 鹿児島県 熊本県 福岡県 宮崎県 その他

　損益につきましては、銀行本来の業務から得られ
るコア業務純益は平成２３年３月期に比べ１億８２百
万円増加し４０億９百万円となりました。また、経常
利益は５５百万円減少の１５億64百万円、また、
当期純利益は厚生年金基金代行返上益計上により
１５億９９百万円増加の２６億９３百万円となりました。

　 損益の状況

●コア業務純益とは？
　銀行の基礎的な収益力を示す指標で「業務粗利率」か
ら「国債等債券の売買損益」を控除し「経費（人件費・物
件費・税金）」を差し引いたもので、銀行本来業務から得
られる利益を示したものです。
●経常利益と当期純利益とは？
　経常利益は銀行の営業活動によって通常発生する収益
（経常収益）から費用（経常費用）を差し引いたもので、
毎年生じる通常の利益を表します。この経常利益に、そ
の年に特別に発生した利益と損失（特別利益、特別損
失）と税金を加減したものが最終的な利益の当期純利
益となります。

用語解説

●損益の推移 コア業務純益 経常利益 当期純利益

（百万円）
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総額6,209億円 総額6,354億円 6,470億円
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